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300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます
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平成31年（2019年） 10月1日から
消費税の軽減税率制度が実施されます

税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 大川原 隆

相続税の基礎控除額が４０％ダウンしている現状、相続税対策の隠れたひとつとし
ての存在感はあるのに、意外と実行なし、これを機会に是非にと思い、取り上げてみま
した。

 
１．どんな夫婦？

婚姻の届出をした日から贈与する日迄の期間が２０年以上結婚生活をしている
夫婦。

２．何が？
①居住用の土地等（借地権等含む）または家屋（以下「居住用不動産」）の贈与を受

け、その贈与を受けた年の翌年３月１５日迄に、贈与を受けた人が居住し、かつその後、引き続き居住する
見込であるもの
②居住用不動産を購入する為の金銭の贈与を受け、その贈与を受けた年の翌年３月１５日迄に居住用不
動産を購入し、かつその日迄にその贈与を受けた人が居住し、かつその後引き続き居住する見込である
場合

３．どの位？
上記２の①または②の条件を満たす贈与を配偶者（夫または妻）から受けた時は、２の①の居住用不動
産の相続税評価額＋２の②の金銭の額＝合計額２，０００万円迄は贈与税の配偶者控除として控除される。
この場合、贈与税の基礎控除額
１１０万円加算→２，１１０万円迄ＯＫ。ただし、この特例の適用は同一の配偶者から生涯一度しか受ける

ことはできません。
４．適用を受ける為には？
①贈与税の申告をする。申告書に配偶者控除の適用を受ける旨、控除額の明細を記載し、以前に今回贈与

を受ける配偶者からこの適用を受けていないことも記載する。
②①の申告書に添付するものは…
・婚姻期間が２０年以上であることを証明する書類として、贈与を受けた日から１０日を経過した日（１１
日目）以後に作成された戸籍謄本と戸籍付票の写し。

・居住用不動産を取得したことを証明する書類として、贈与契約書、その居住用不動産を配偶者が取得
したことを証する書類、登記簿謄本等。

５．税務署からＮＧ…
贈与を受けてから引き続き居住の用に供することが要件であるので贈与を受けてすぐ譲渡した場合等

は、認められません。
最後に…
①贈与者を増やす　②年数をかけて贈与する。

これは贈与税の基礎控除１１０万／１人、１年ごと課税、累進税率であるので（極端な例、今年の１２／３１
に××、来年の１／１に×××、２日間で２年分の贈与がムムム…）税金は憲法３０条に「国民は法律の定めると
ころにより、納税の義務を負う」と明記されており、逃げられない。だから脱税ダメヨ、しっかり節税、任せ
て安心税理士さん！です。　　　　　　　　　　　　　　

「感謝」
 

税のミニ通信 結婚２０年以上の夫婦には贈与税の特例が…
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発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会

　8月8日、第2回租税教育プレゼンテーション実行委員会を開催し、19名の部会員が参加した。
　議事では、小学生の税に関する標語の審査会・表彰式の検討をし、日程
および審査方法を決定した。今後の新規事業については、郡山市中央商店
街振興組合主催「ウインターフェスティバル2018」で、クイズラリー形式の
税金教室を計画しており、様々な意見を出し合う中で、子どもたちが楽しく
税金について学べ、商店街の振興にも協力できるような形態で出来るよう、
今後詳細を詰めて行く。
　また、8月30日には、郡山市中央商店街振興組合の担当者と打ち合せを
行い、イベント開催に向け調整を図った。

　　　　第2回 租税教育プレゼンテーション実行委員会開催　　　　第2回 租税教育プレゼンテーション実行委員会開催

　平成30年度の後期事業実施に向け、各支部において第2回役員会を開催
した。
　8月1日、三春支部役員会では、視察研修会について検討し、那須方面へ
の研修会を実施することとなった。8月2日には、田村支部役員会を行い、
田村支部研修会について研修会内容等を検討した。8月22日の小野支部役
員会では、田村地区合同講演会や視察研修会の企画を協議した。
　また、会員拡大について、事務局より今年度の会員拡大施策を説明し、
引き続きご協力いただくよう呼びかけた。

小野支部役員会

田村・三春・小野支部役員会 開催田村・三春・小野支部役員会 開催

　8月28日、総務委員会を郡山法人会会館で開催した。
　議事では、法被作製についてデザイン等を検討し、今後、郡山法人会主催
のイベントで広報ツールとして使用していく。また、当会運営強化に向けた
施策について検討し、会館の修繕や会員向けサービス向上などの意見を
いただき、来年度以降、予算化していくこととした。 第2回 総務委員会

総務委員会 開催総務委員会 開催

青年部会

第2回 租税教育プレゼンテーション
実行委員会


